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令和５年９月６日（水）

札幌市保健所医療政策課
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１．前回の振り返り

２．協議事項
① 主要な事業（６事業）ごとの
医療連携体制の構築【第５章】

② 医療従事者の確保【第６章】

3．今後のスケジュール

目次

2



１．前回の振り返り
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前回の振り返り①
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１．基本目標について

【主な意見】

➢ 基本目標３の「人生会議（ACP）」の説明について、国の

定義に合わせた方がよいのでは。

➢ご意見を踏まえ、文言を修正しました。（資料１ー１参照）

かかりつけ医の役割や救急医療機関の適正な利用、人生会議（ACP:もしものときの

ために、自らが望む医療やケアについて前もって考え、家族等や医療・ケアチームと繰り

返し話し合い、共有する取組）等の普及を推進します。



前回の振り返り②
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２．５疾病に係る課題・施策等について①

【主な意見（全般）】

➢指標（分野アウトカム）について、各疾病による「死亡率」だけで

なく、 「罹患率」も必要ではないか

➢各疾病の罹患率については、札幌市においてデータを取得することが

できず、分野アウトカムの指標として設定することは困難です。

➢中間アウトカムの指標である「健診等の受診率」により、予防や早期

発見に係る取組については評価することといたしたい。



前回の振り返り③

6

【主な意見（がん）】

➢がん拠点病院の指定要件から、地域連携クリティカルパス（以下

「パス」という。）が外れたため、パスの位置づけを整理した方がよい。

➢パスは、がん拠点病院の指定要件ではなく、医療機関や多職種

間の連携を推進するツールの１つと位置づけ、取組例としては、

「医療機関や多職種間の連携推進」として文言を修正します。

（資料１ー２参照）

２．５疾病に係る課題・施策等について②



前回の振り返り④
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【主な意見（精神疾患）】

➢ 指標「認知症の相談窓口を知っている高齢者の割合」について、高

齢者に限る必要はなく、その家族も含めた全ての人がよいのでは。

➢当該指標は「札幌市高齢者支援計画」にて調査していますが、その

調査対象者は40歳以上であり、高齢者やその家族を含めた広い範

囲のデータを集計可能です。

➢さっぽろ医療計画では、40歳以上の回答を集計することとし、指標

を「認知症の相談窓口を知っている市民の割合」に修正します。

（資料１ー３参照）

※ただし、札幌市高齢者支援計画では
65歳以上の回答からを抽出して「高齢者」の状況を集計

２．５疾病に係る課題・施策等について③



２．協議事項①
主要な事業（６事業）ごとの
医療連携体制の構築【第５章】
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第１章 計画の策定にあたって
１－１ 計画策定の趣旨と位置づけ
１－２ 計画の期間

第２章 札幌市の医療の現状等と課題
２－１ 札幌市の医療の現状等と課題
２－２ これまでの取組と課題
２－３ 課題の整理

第４章 主要な疾病ごとの医療連携体制の構築
４－１ ５疾病に関する現状
４－２ ５疾病に関する課題・施策の方向性
４－３ ５疾病に関する主な取組例

第５章 主要な事業ごとの医療連携体制の構築
５－１ 救急医療
５－２ 災害医療
５－３ 周産期医療
５－４ 小児医療
５－５ 在宅医療
５－６ 新興感染症の感染拡大時における医療

第６章 医療従事者の確保と勤務環境の改善
６－１ 医療従事者の確保
６－２ 医療従事者の勤務環境の改善

第７章 医療安全確保と医療に関する相互理解の促進
７－１ 医療安全対策の推進
７－２ 医薬品等の安全対策
７－３ 医療機能に関する情報提供と相互理解の推進
７－４ 医療ＤＸによるスマート医療の推進

第８章 保健医療施策の推進
８－１ 感染症対策（新興感染症等）
８－２ 難病対策
８－３ 献血・臓器移植等の普及啓発
８－４ 危険ドラッグ等の薬物乱用防止対策
８－５ 歯科保健医療対策

第１０章 計画の推進体制と進行管理
10－１ 計画の推進体制
10－２ 計画の進行管理

第９章 基本目標・基本施策に基づく取組一覧

資料編

第３章 基本理念と基本目標
３－１ 基本理念（基本目標）
３－２ 基本目標
基本目標１：地域医療体制の確保
基本目標２：地域と結びついた医療提供体制の整備

基本目標３：医療提供者と市民との情報共有・相
互理解の促進

基本目標４：市民の健康力・予防力の向上

本
日
の
協
議
事
項
①

計画の構成（案）
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「さっぽろ医療計画2024」における主要な事業

都道府県計画（国指針）の
主要な事業（R6.4～）

および在宅医療

６事業
・救急医療
・災害医療
・へき地医療
・周産期医療
・小児医療
・新興感染症の発生・まん延時
における医療（R6.4追加）

さっぽろ医療計画2024の
主要な事業

６事業
・救急医療
・災害医療
・へき地医療
・周産期医療
・小児医療
・新興感染症の発生・まん延時
における医療（R6.4追加）

・在宅医療

国指針の主要事業から「へき地医療」を除き、

「在宅医療」を加えた６事業について計画に記載する。



「さっぽろ医療計画2024」の検討体制と協議事項

札幌市

札幌市保健所運営協議会

①諮問

②設置

新興・再興感染症
ワーキンググループ

在宅医療
ワーキンググループ

札幌市救急医療体制
検討委員会／小委員会

さっぽろ医療計画2024策定委員会

④主要事業の各項目について審議

⑤報告
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⑥答申

・救急医療
・災害医療

・在宅医療

・新興感染症の
発生・まん延時
における医療

について協議
・周産期医療
・小児医療

各ＷＧの協議結果
を反映した計画案
について報告



周産期医療
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国指針の改正ポイント（周産期医療）
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○ 周産期医療の質の向上と安全性の確保のため、周産期医療に携わる医師の勤務環境の改善を進めつつ、必要に応
じて周産期医療圏の柔軟な設定を行い、医療機関・機能の集約化・重点化を進める。

○ 保健・福祉分野の支援や小児医療との連携を含む周産期に関わる幅広い課題の検討に専門人材等も参画し、周産
期医療に関する協議会を活用する。

○ ハイリスク妊産婦への対応や、医療的ケア児の在宅ケアへの移行支援など、周産期医療体制の整備を進める。

○ 新興感染症の発生・まん延時に備えた周産期医療体制を整備する。

国指針

概要

主なポイント

○ 正常分娩や健診等に対する安全な医療を提供するために、関連施設間の連携を推進

○ 24時間対応が可能な周産期救急医療体制を整備
（基幹病院を中心とした連携体制構築、搬送コーディネーターの設置等）

○ ハイリスク妊産婦へ対応するため、NICUや専門医などの機能・人材の集約化・重点化を通じ、総合周産期母子医
療センターを中心とした体制の構築

○ 医療的ケア児の在宅ケアへの移行支援やレスパイト（※）等の支援体制の整備

※ 医療的ケア児の家族等の休息や支援のため、子どもを一時的に預かる日中一時支援や

訪問看護にて一定時間ケアを代替するなどのサービス



札幌市の周産期医療体制
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療養・療育支援総合周産期母子医療センター（１か所）

地域周産期母子医療センター（６か所）

○ 正常分娩への対応

○分娩前後の診療（妊婦健診等を含む）

○周産期母子医療センター等と連携した
リスクの低い帝王切開への対応

○比較的高度な周産期医療の提供

○24時間体制の周産期救急医療

○リスクの高い妊娠に対する医療や高度
な新生児医療の提供

○周産期医療体制の中核として地域の関
連施設との連携の構築

○周産期医療施設を退院した障害児等が
療養・療育できる体制の提供

○在宅で療養・療育している児の家族に
対する支援

連携

一般の周産期母子医療機関

産婦人科救急相談電話

妊産婦・新生児 消防

長期療養児

相談受診

応需情報収集

受入要請

在宅支援

救急医療体制

受入先の
問合せ

○妊産婦等からの病状や受診可能医療機関についての相談
○患者搬送における消防・医療機関との連絡調整
○ NICU空床状況等の調査

受入先の
案内

参画
三次救急

（６か所）

二次救急

（６か所）

初期救急



現状①（分娩取扱施設数）
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✓ 札幌市の分娩取扱施設数は減少傾向



現状②（出生数と低出生体重児数、合計特殊出生率）
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→ 引き続き、NICU（新生児集中治療室）等の確保が必要
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現状③（産婦人科疾患の救急搬送件数と傷病程度）

✓ 産婦人科疾患による救急搬送件数は横ばい

✓ 救急搬送患者のうち、約60％が軽症
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現状④（産婦人科救急相談電話）

【相談件数（平成２５年度～令和４年度）】

✓ 相談件数は減少傾向

✓ 相談のうち、約60％は緊急性が低いと判断された

電話相談で終了

明朝以降の受診勧奨

（かかりつけ医等）

早急な受診勧奨（かか

りつけ医等）

搬送調整（二次・三次

救急）

その他・不明

【相談後の対応結果（令和３年度）】



課題【周産期医療】
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○ 分娩取扱施設が減少する中におい
ても、産婦人科救急医療体制を安
定的に維持するため、参画医療機
関の確保が必要です。

○ 医療機関が妊産婦等の重症度・緊
急度に応じて適切な機能分担をする
ことができるよう、連携体制の強化が
必要です。

○ 産婦人科救急医療機関の負担軽
減のため、産婦人科救急医療機関
の適正利用について、市民への普及
啓発が必要です。

○ 分娩取扱施設が減少する中において
も、産婦人科救急医療体制を安定
的に維持するため、産婦人科救急医
療体制の検証が必要です。

○ 医療機関が妊産婦等の重症度・緊
急度に応じて適切な機能分担し安全
な周産期医療の提供ができるよう、連
携体制の強化が必要です。

○ 産婦人科救急医療機関の適正利用
を促すため、市民への相談窓口等の
普及啓発が必要です。

○ 医療的ケア児等が生活の場にて療
養・療育できる体制の推進が必要で
す。

現行（医療計画2018） 次期計画（案）

協議事項



主な取組例【周産期医療】
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協議事項

現行（医療計画2018） 次期計画（案）

地域の医療体制などにかかる市民への情
報発信

産婦人科救急医療体制の運営

救急安心センターさっぽろの運営

産婦人科救急情報オペレート事業

医療機能分化に係る情報提供

在宅医療の普及と多職種連携の推進

医療情報ポータルサイトの構築

産婦人科救急医療体制の運営

救急安心センターさっぽろの運営

産婦人科救急情報オペレート事業

医療機能分化に係る情報提供

文言修正



ロジックモデル（案）【周産期医療】
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協議事項

６事業のロジックモデルと指標（案）【周産期】

番号 番号 出典 番号 出典

1 1

1 参考 産科・産婦人科・婦人科標ぼう医療機関数 ※２

2 指標 新生児死亡率 ※１

指標 周産期死亡率 ※１

2 指標 妊産婦死亡率 ※１

参考 産科・産婦人科・婦人科標ぼう医療機関数 ※２

参考 分娩取扱医療機関数 ※２

参考 分娩数 ※２

3 リスクのある妊産婦が適切な周産期医療を受けられている。

1 参考 周産期母子医療センターの医療機関数 ※４

2 産婦人科救急情報オペレート事業 参考 NICUを有する病院数・病床数 ※２

3

4

5 4 24時間体制での周産期救急医療等を受けられる体制が整っている。

指標 産婦人科三次救急第一優先病院選定率 ※４

指標 夜間におけるNICU空床確保率 ※４

指標 産婦人科救急情報オペレート事業における相談件数 ※４

5

1

2 参考 訪問診療を実施している医療機関数（人口10万人あたり） ※２

参考 訪問看護事業所数（人口10万人あたり） ※２

参考
歯科訪問診療を実施している歯科診療所数（人口10万人あた

り）
※２

参考
訪問薬剤管理指導を実施している薬局・医療機関数（人口10万

人あたり）
※6

※１

※2

※3

※4

※5

※6 北海道厚生局：届出受理医療機関名簿

妊婦健診や産前・産褥管理・産後ケアを適切に受けられている。

医療的ケア児・障がい児等が退院後、生活の場（施設を含む）で適切な療

養・療育支援を受けられている。

医師・歯科医師・薬剤師調査

札幌市医療政策課

札幌市障がい福祉課

人口動態調査（厚生労働省）

医療施設調査（厚生労働省）

３．療養・療育支援

在宅医療の普及と多職種連携の推進

地域の医療体制などにかかる市民への情報発信（再掲）

医療機能分化に係る情報提供（再掲）

医療機能分化に係る情報提供（再掲）

施策 中間アウトカム 分野アウトカム

１．正常分娩にかかる医療提供

正常分娩（リスクの低い帝王切開術を含む）を適切に受けられている。

妊娠している方やその家族が安全・安心な出産を迎えるこ

とができている。

２．高リスクまたは専門的な対応が必要な周産期医療提供

産婦人科救急医療体制の運営

救急安心センターさっぽろの運営

医療機能分化に係る情報提供

地域の医療体制などにかかる市民への情報発信

資料３－１



小児医療
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○ 小児患者が救急も含めて医療を確保できるよう医療圏を設定するとともに、地域の小児科診療所の
役割・機能を推進する。

○ 保健・福祉分野の支援や周産期医療との連携を含む、小児に関わる幅広い課題の検討に専門人材
等も参画し、小児医療に関する協議会を活用する。

○ 医療的ケア児を含め、地域の子どもの健やかな成育が推進できるよう、支援体制を確保する。
○ 保護者への支援のため、子ども医療電話相談事業（♯8000）を推進する。
○ 新興感染症の発生・まん延時に備えた小児医療体制を整備する。

国指針の改正ポイント（小児医療） 国指針

概要

主なポイント

○ 子どもの急病時における相談（#8000）や
医療的ケア児等の家族の支援

○ 症状に応じた治療が可能な体制
（一般的な小児医療、初期救急、専門的・
高度な救急医療）

○ 医療資源の集約化・重点化による、小児専
門医療を担う病院の確保

○ 医療的ケア児の療養・療育が可能な体制



札幌市の小児医療体制
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○一般の小児医療機関、療養・療育の支援

○地域において日常的な小児医療を提供

○小児地域医療センターや小児地域支援病院など

○一般小児医療では対応困難な患者に対応

○大学病院、北海道立子ども総合医療・療育セン
ター、総合周産期母子医療センターなど

○小児地域医療センターでは対応困難な患者に対応

高度専門医療

一般小児医療

専門医療連携

連携

参画



現状①（小児科を標ぼうする医療機関数）
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✓ 小児科を標ぼうする医療機関数は減少傾向
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現状②（二次救急医療機関制度の参画施設数）
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✓ 小児系は、平成18年には15か所あったが、平成25年までに11か所に減少、

その後、横ばい傾向
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現状③（救急搬送される小児の傷病程度）
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✓ 救急搬送される小児患者の約７5％が軽症
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課題【小児医療】
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○ 二次救急医療機関制度の参画医療機
関が減少していることから、小児救急医
療体制の安定的維持のため、参画医療
機関の確保が必要です。

○ 医療機関が患者の重症度・緊急度に応
じて適切な機能分担をすることができるよ
う、連携体制の強化が必要です。

○ 救急搬送される小児の傷病者の多くが
軽症であることから、小児救急医療機関
の適正利用について、市民に普及啓発し、
適正な受療行動を促すことが必要です。

○ 二次救急医療機関制度の参画医療機
関が減少していることから、小児救急医療
体制の安定的維持のため、小児救急医
療体制の検証が必要です。

○ 医療機関が患者の重症度・緊急度に応じ
て適切な機能分担をすることができるよう、
連携体制の強化が必要です。

○ 救急搬送される小児の傷病者の多くが軽
症であることから、小児救急医療機関の適
正利用を促すため、市民に相談窓口を普
及啓発し、適正な受療行動を促すことが
必要です。

○ 医療的ケア児等が生活の場にて療養・療
育できる体制の推進が必要です。

現行（医療計画2018） 次期計画（案）

協議事項



主な取組（小児医療）
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協議事項

現行（医療計画2018） 次期計画（案）

かかりつけ医の普及促進

救急医療機関制度の運営

医療機能分化に係る情報提供

救急安心センターさっぽろの運営

地域の医療体制などにかかる市民への情報発
信

在宅医療の普及と多職種連携の推進

かかりつけ医の普及促進

救急医療機関制度の運営

医療機能分化に係る情報提供

救急安心センターさっぽろの運営

子どもの急病に関する普及啓発

医療ポータルサイトの構築

統

合



ロジックモデル（案）【小児医療】
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協議事項

６事業のロジックモデルと指標（案）【小児】

番号 番号 出典 番号 出典

1 1

1 参考値小児科医師数 ※３

2 地域の医療体制などにかかる市民への情報発信 参考値小児科を標榜する医療機関数 ※２ 指標 乳児死亡率 ※１

3 かかりつけ医の普及促進 参考値小児歯科を標榜する歯科診療所数 ※２

2

1 指標 搬送困難事案数（小児科） ※４

2

3

4 救急医療機関制度の運営

3 子どもの健康等を守るための相談・支援を受けることができる

1 参考 かかりつけ医をもつ市民の割合 ※４

2 指標 救急搬送される小児のうち軽症の割合 ※４

3 指標 救急安心センターさっぽろへの相談件数（小児） ※４

4

1

2 参考 訪問診療を実施している医療機関数（人口10万人あたり） ※２

参考 訪問看護事業所数（人口10万人あたり） ※２

参考
歯科訪問診療を実施している歯科診療所数（人口10万人あた

り）
※２

参考 訪問薬剤管理指導を実施している薬局・医療機関数（人口10万 ※５

※1

※2

※3

※4

※5

医療機能分化に係る情報提供（再掲）

人口動態調査（厚生労働省）

医療施設調査（厚生労働省）

３．相談体制

医師・歯科医師・薬剤師調査

札幌市医療政策課

北海道厚生局：届出受理医療機関名簿

地域の医療体制などにかかる市民への情報発信（再掲）

４．療養・療育支援 医療的ケア児・障がい児等が退院後、生活の場（施設を含む）で適切な療

養・療育支援を受けられている。

かかりつけ医の普及促進（再掲）

在宅医療の普及と多職種連携の推進

救急安心センターさっぽろの運営（再掲）

医療機能分化に係る情報提供（再掲）

２．救急医療体制 24時間体制の救急医療をうけることができる

救急安心センターさっぽろの運営

地域の医療体制などにかかる市民への情報発信（再掲）

分野アウトカム

１．小児医療体制 症状に応じた小児医療を受けることができる【一般的・専門・高度】 適切な小児医療を受けることができ安心して子育てができる

医療機能分化に係る情報提供

施策 中間アウトカム

資料３－２



救急医療
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国指針の改正ポイント（救急医療）

○増加する高齢者の救急搬送や、特に配慮を要する救急患者を受け入れるために、地域における救急医療機関の役割
を明確化する。

○居宅・介護施設の高齢者が、自らの意思に沿った救急医療を受けられるような環境整備を進める。

○ドクターヘリについては、より効率的な対応ができるような広域連携体制の構築を進める。ドクターカーについては、全国の
様々な運行形態を調査し、地域にとって効果的な活用方法の検討を進める。

○新興感染症の発生・まん延時において、感染症対応と通常の救急医療を両立できるような体制を構築する。

国指針

概要

32

○二次救急医療機関を中心とした高齢者救急への対応。
（高齢者を主に受け入れる医療機関の位置づけ等）

○「出口問題」への対応として、高次医療機関からの必要
な転院搬送の促進

（受入先の医療機関において必要な情報や受入可能な
時間帯等の事前共有、病院救急車等の活用など）

○医療機関の受診や救急要請に迷う場合の相談に対応
することが可能な体制（#7119等）の整備

○患者や家族が、人生の最終段階においてどのような医
療を望むかについて日頃から話し合うこと（ACP）を
促進

主なポイント
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国指針求められる医療機能（救急医療）

○医療機関の受診や救急車の要請に
迷う場合の相談対応（#7119等）

① 相談対応

時間の流れ

○患者や周囲の者による速やかな救急
要請及び救急蘇生法の実施（AED
の使用を含む）

○メディカルコントロール体制の整備

○実施基準の運用や空床情報等の見
える化による適切な搬送・受入

○地域住民の救急医療への理解促進
（ACPへの理解促進を含む）

② 救護

○重篤な救急患者を24時間体制で受入

○複数の診療科領域にわたる症例や診断が
難しい症例等、他の医療機関では治療の
継続が困難かつ幅広い疾患に対応

⑤ 三次救急

○入院を要する救急医療への対応

○高齢者救急をはじめ、地域で発生する
救急患者の初期診療と入院治療を担当

④ 二次救急

○主に、独歩で来院する軽度の救急患者に
対する夜間・休日の外来診療

③ 初期救急

○救急医療機関との連携し、重度の
合併症や後遺症のある患者を受入

○在宅での療養を望む患者への退院
支援

⑥転院受入
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札幌市の医療体制（救急医療）
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札幌市の救急搬送件数と搬送困難事案数

※救急搬送困難事案：救急隊による「医療機関への受入照会回数４回以上」かつ「現場滞在時間30分以上」の事案

新型コロナ発生

年ごとの救急搬送困難事案

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

963 936 1,167 2,188 3,414
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救急医療及び災害医療の検討状況と協議結果

札幌市

札幌市保健所運営協議会

①諮問

②設置

新興・再興感染症
ワーキンググループ

在宅医療
ワーキンググループ

札幌市救急医療体制
検討委員会／小委員会

さっぽろ医療計画2024策定委員会

④主要事業の各項目について審議

⑤報告

38

⑥答申

○ 札幌市救急医療体制検討委員会
（計３回）

○ 札幌市救急医療体制検討小委員会
（計10回）

○ 札幌市災害医療体制検討小委員会
（計３回）
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検討委員会・小委員会における協議結果

＜初期救急＞
○市民の需要や救急医療体制における役割を踏まえた夜間急病センターの診療体制の見直し

○当番体制の維持が困難となっている小児科および外科系の初期救急当番体制の見直し

＜二次救急＞
○救急患者の迅速な搬送を支援するための救急患者情報「見える化」システムの導入

○二次救急当番体制の維持・確保に向けた救急患者の受入実績に基づいた補助制度の導入

○従来の二次当番病院では対応が困難な高齢患者等を受け入れるため、診療科を問わず受
入を行う拠点的な医療機関の整備および支援

○急性期治療を終えた後も継続的な入院治療が必要な高齢患者等を受け入れる後方支援体
制の整備

＜その他＞

○救急医療体制の継続的な見直しを行うための協議体の設置

主な提言事項等



検討委員会・小委員会を受けた対応状況
◆二次救急医療体制の見直し（R５年4月～）

後方支援病院

入院の長期化が見込まれる
高齢の救急患者の転院を受入

在宅療養

退院後の高齢患者を
往診・訪問診療等による
在宅療養で支援

③転院搬送支援
システムの導入

退院・転院

R5.10～試験運用、

R6.4～本格運用（予定)

救急患者情報や二次当番病院等におけるベッドの空き状

況や直近の受入状況等を「見える化」するシステムの導入

システムよる受入状況等のデータ集積および分析・評価

（救急医療体制の見直しを行う協議体の設置）

R5.11～試験運用、

R5.2～本格運用（予定)

①拠点病院・準拠点病院制度の新設

④見える化システムの導入

②二次救救急当番
体制の運用見直し

40
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○ 救急告示医療機関制度や小児科及び
外科系の二次救急医療機関制度の参
画医療機関が減少していることから、救急
医療体制の安定的維持のため、参画医
療機関の確保が必要です。

○ 救急搬送される傷病者の増加に対応す
るため、救急医療機関の機能と役割を明
確にし、適正に患者を搬送できる体制の
構築が必要です。

○ 救急車や救急医療機関の適正利用につ
いて、市民に普及啓発し、適正な受療行
動を促すことが必要です。

○ 救急搬送される傷病者および高齢者の救
急搬送の増加に対応するため、救急医療
機関や救急医療機関からの転院を受け入
れる医療機関について、その機能と役割を
明確にし、適切に救急患者に対応できる
体制の構築が必要です。

○ 救急医療体制の安定的維持のため、搬
送データ等に基づく救急医療体制の定期
的な検証および検討が必要です。

○ 救急車や救急医療機関の適正利用や人
生会議（ACP）※について、市民に普及
啓発し、適切かつ本人等の意思を尊重し
た受療行動を促すことが必要です。

現行（医療計画2018） 次期計画（案）

課題【救急医療】 協議事項

※人生会議(ACP)：もしものときのために、自らが望む医療やケ

アについて前もって考え、家族等や医療・ケアチームと繰り返し話し

合い、共有する取組
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現行（医療計画2018） 次期計画（案）

主な取組例【救急医療】
協議事項

夜間急病センター運営事業

救急医療機関制度の運営
・休日救急当番制度運営事業
・救急告示医療機関制度運営事業
・二次救急医療機関制度運営事業 etc…

救急医療機関の適切な利用の推進

AEDの普及

医療機能分化に係る情報提供

消防と医療の連携強化

医療情報ポータルサイトの構築

救急安心センターさっぽろの運営（主な取組に明示）

夜間急病センター運営事業

救急医療機関制度の運営
・休日救急当番制度運営事業
・外科系初期救急医療機関制度運営事業
・二次救急医療機関制度運営事業
・拠点型医療機関制度運営事業
・準拠点型医療機関制度運営事業 etc…

後方支援体制の整備

救急医療にかかる情報発信及び普及啓発
・救急医療機関情報の周知
・救急医療機関及び救急車の適正利用
・人生会議（ACP）

AEDの普及と設置情報の共有

医療機能分化に係る情報提供

消防と医療の連携強化
・救急搬送「見える化」システムの運用
・救急活動のDX

統

合
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ロジックモデル【救急医療】
協議事項

６事業のロジックモデルと指標（案）【救急】

番号 番号 出典 番号 出典

1 1

1 救急安心センターさっぽろの運営

2 救急医療にかかる情報発信及び普及啓発 指標 救急安心センターさっぽろ（#7119）の認知度 ※１ 指標 － －

3 AEDの普及と設置状況の共有 指標 救急安心センターさっぽろ（#7119）の相談件数 ※１

参考 救急安心センターさっぽろ（#7119）から119への転送率 ※１

2

指標 応急手当について学んだことがある人の割合 ※２

参考 市有施設におけるAEDの設置率 ※１

２．初期救急医療 3

1 救急医療機関制度の運営

2 参考 夜間急病センター受診者数 ※１

3 医療機能分化に係る情報提供 指標 休日・土曜午後救急当番医療機関受診者数 ※１

参考 休日救急当番制度参画医療機関数 ※１

参考 土曜午後当番制度参画医療機関数 ※１

参考 外科系初期救急当番制度参画医療機関数 ※１

３．二次救急医療・三次救急医療 4

1

2 指標 救急搬送人員数 ※２

3

指標 救急搬送困難事案数 ※１

参考値救急医療体制の検証・検討にかかる会議の開催回数 ※１

参考値二次救急医療機関制度参画医療機関数 ※１

参考値救命救急センター数 ※１

４．救急医療機関等からの転院受入 5

1

2 指標 後方支援病院への転院搬送件数 ※１

参考 後方支援病院制度参画医療機関数 ※１

※1

※2

施策 中間アウトカム 分野アウトカム

１．救急医療相談および救護 重篤度や緊急度に応じて、迅速かつ適切な救急医療を受けるこ

とが出来ている。

医療機関の受診や救急車の要請に迷う場合に、電話相談窓口において適切な

相談対応を受けることができる。

消防と医療の連携強化

医療機能分化に係る情報提供（再掲） 指標 救急要請（覚知）から救急医療機関への搬送までに要した平均

時間
※２

患者や周囲の者が必要に応じて速やかに救急要請や救急蘇生法を実施できる

休日・夜間等に急な病気やけがになっても医療機関を受診することができ

る。

夜間急病センター運営事業

救急要請のあった患者がその重症度や緊急度に応じて迅速かつ適切に救急医

療機関に搬送されている。救急医療機関制度の運営（再掲）

救急病院に搬送された患者が急性期治療を終えた後に円滑に転院・退院する

ことができる。後方支援体制の整備

消防年報（札幌市）

札幌市医療政策課

医療機能分化に係る情報提供（再掲）

資料３－３
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○DMAT・DPAT等の派遣や活動の円滑化や、様々な保健医療活動チームの間での多職種連携を推進する。また、DMAT・
DPATは災害時のみならず、新興感染症のまん延時における活動に対する支援を実施する

○災害時に拠点となる病院、拠点となる病院以外の病院が、その機能や地域における役割に応じた医療の提供を行う体制
の構築を進める。

○災害拠点病院等における豪雨災害等の被害を軽減するため、地域と連携して止水対策を含む浸水対策を進める。

○医療コンテナの災害時における活用を進める。

国指針の改正ポイント（災害医療）

概要

主なポイント

国指針

○ DMAT・DPAT等の保健医療活動チームや災害医療コーディネーターにて訓練を実施し、災害時におけるそれぞれの役
割の確認を推進する。

○ 災害時に拠点となる病院以外の病院は、自院の患者への診療を継続するためにBCPの整備に努め、研修や訓練を
実施する。また、被災時には、被害状況、診療継続可否等の情報を、 EMIS 等を用いて都道府県災害対策本部
等へ共有する。

○ BCPの策定は、地域全体での連携・協力が必要であるため、地域防災計画等のマニュアルとの整合性をとり、地域の
防災状況や連携を考慮し、実効性の高いBCPの策定を推進する。

○ 精神疾患を有する患者、障害者、小児、妊婦、透析患者等、特に災害時においても配慮を有する被災者に対応でき
る体制構築について平時より検討すること
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札幌市の災害医療体制

災害拠点病院（基幹・地域） 札幌市災害時基幹病院

DMAT指定医療機関

広域災害・救急医療情報システム
（EMIS）

○医療機関の情報（被害、診療・受入体
制、ライフライン等）を相互に提供・収集

○ＤＭＡＴの活動状況の集約、提供

○重症者に対し緊急手術等の医療を提供
○札幌市が16か所を指定
※災害拠点病院5か所と重複

救急告示医療機関

二次救急医療機関

その他の医療機関

○災害時に必要な医療支援を行う拠点施設
○重篤患者への救急救命等の高度な診療
○被災地からの患者受け入れや広域搬送へ
の対応、医療救護班の派遣

○札幌市内には、北海道の中心的な役割を
果たす「基幹災害拠点病院」1か所、二次
医療圏ごとに整備する「地域災害拠点病
院」4か所が指定されている

○DMATを派遣する病院
○札幌市内では、災害拠点病院と同じ5
か所が指定

患者

派遣（救護班・DMAT）

搬送

情報発信

情報収集

派遣要請
（DMAT・救護班）

北海道災害対策本部

札幌市災害対策本部
札幌市医療対策本部
○ 札幌市保健所
○ 札幌市消防局
○ 札幌市医師会等

情報収集



47

検討委員会における協議結果

＜局地的災害＞
○事件・事故等による局地的な災害の発生時における医療提供体制の整備について検討

＜在宅酸素療法患者への支援＞
○酸素ガス事業者から在宅酸素患者数（地区単位）や重症度等の情報を収集し、各医療機
関と共有を進める

○有事の際に対応可能性がある患者数をあらかじめ把握し、今後の支援の在り方についてに活用
する。

○在宅酸素療法（HOT）ステーションを各区の応急救護所（保健センター）に開設して、軽症
HOT患者の一時的な受入を行う。

○災害時HOT患者受入医療機関を指定し、医療機関（診療所等）においても軽症HOT患者
を受入（今後、医療機関への実態調査を予定）。

＜透析患者への支援＞

○地域の連携体制として、生活圏ごとに市内を５ブロックに設定し、ブロック内の連携・共助の準備

○ブロックごとに災害時透析拠点病院や災害透析コーディネーターの指定を検討

主な協議結果
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○ 札幌市災害時基幹病院制度など災害医
療提供体制の整備後一定期間が経過し
ていることから災害医療体制の再検証が
必要です。

○ 救護班の調整等のコーディネート機能を担
う医療対策本部の機能強化が必要です。

○ 被災時において、限られた医療資源で最
大限の機能を発揮するため、災害時基幹
病院を中心とした地域医療機関等の機能
と連携の強化が必要です。

○ 被災時において、限られた医療資源で最
大限の機能を発揮するため、災害拠点病
院、災害時基幹病院および拠点病院・基
幹病院以外の医療機関が、地域における
機能や役割に応じた医療提供を行える体
制の整備と連携の強化が必要です。

○ 救護班の調整等のコーディネート機能を担
う医療対策本部の機能強化が必要です。

○ 在宅酸素患者や透析患者など、日常生
活において医療的な支援が必要な方に対
する災害時医療提供体制の整備が必要
です。

○ 自然災害（地震、風水害、雪害など）や
事故災害（鉄道災害、道路災害、大規
模な火事災害など）の種類や規模に応じ
て必要な災害医療体制の構築が必要で
す。

現行（医療計画2018） 次期計画（案）

協議事項
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現行（医療計画2018） 次期計画（案）

主な取組例【災害医療】
協議事項

災害医療体制の強化
・災害医療体制の再検証
・災害時基幹病院制度の運営
・災害医療訓練
・規定の整備

医療救護活動に携わる職員の災害対応力
向上研修

医療機関における防災体制の強化支援

医療情報ポータルサイトの構築

災害時基幹病院制度の運営

災害時基幹病院運営協議会

医療的な支援が必要な方に対する災害医療
体制の整備

災害の種類や規模に応じた医療体制の整備

災害対応にかかる研修および訓練
・医療救護活動訓練
・EMIS訓練
・BCP策定支援

災害医療に関する情報提供文言修正

各取組
に分割

統合



ロジックモデル（案）【災害医療】
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協議事項

６事業のロジックモデルと指標（案）【災害】

番号 番号 出典 番号 出典

1 1

1 指標 EMIS研修への参加医療機関の割合（拠点） ※２

2 参考 DMAT指定医療機関数 ※２ 指標 -

参考 災害拠点病院の数（札幌市） ※２

2

1 指標 EMIS研修への参加医療機関の割合（拠点以外） ※１

2 指標 訓練に参加する医療機関数 ※１

3 指標
災害時医療体制を理解している在宅酸素患者・透析患者対応医療

機関の割合
※１

4 参考 札幌市災害時基幹病院の数 ※１

5

6

3 災害時に関係機関が適切に対応・連携し、質の高いサービスが提供できる

1 指標 災害研修及び訓練の実施回数 ※１

2

3

※1

※2

施策 中間アウトカム 分野アウトカム

１．災害時に拠点となる病院に係る取組 災害時に拠点となる病院が災害時に中心的な役割を担うことができる 災害時においても必要な医療を受けることができる

災害対応に係る研修及び訓練

災害医療に関する情報提供

災害時基幹病院運営協議会

医療政策課（札幌市）

３．自治体等に係る取組

災害対応に係る研修及び訓練（再掲）

災害時基幹病院運営協議会（再掲）

災害医療に関する情報提供（再掲）

災害の種類や規模に応じた医療体制の整備

災害医療に関する情報提供（再掲）

２．災害時に拠点となる病院以外の病院に係る取組

災害対応に係る研修及び訓練（再掲）

医療的な支援が必要な人に対する災害医療体制の整備

札幌市災害時基幹病院制度の運営

災害時に拠点となる病院以外の病院が災害時にその役割や機能に応じた医療を提

供できる

北海道

資料３－４
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○ 今後見込まれる在宅医療の需要の増加に向け、地域の実情に応じた在宅医療の体制整備を進める。
「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在宅医療に必要な連携を担う拠点」を医療
計画に位置付け、適切な在宅医療の圏域を設定する。

○ 在宅療養患者の急変時に適切に対応するための情報共有や連携を進める。また、看取りに際し本人・
家族の希望に沿った医療・ケアの提供を進める。平時から在宅医療に係る関係機関の連携体制の構
築を進め、災害時における業務継続計画(BCP)の策定を推進する。

○ 医師・歯科医師の定期的な診察と適切な評価に基づく指示による、在宅療養患者への医療・ケアの提
供を進める。在宅医療における各職種の機能・役割について明確にする。

国指針の改正ポイント（在宅医療） 国指針

概要

主な改正ポイント

○ 多職種連携における訪問栄養食事指導、訪問リハビリテーションの役割について明示

○ 「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在宅医療に必要な連携を担う拠点」の医療計
画への位置づけが明確化

○ 在宅患者の急変時に円滑に入院医療へとつなげるため、事前から入院先と想定される医療機関との情
報共有や急変時対応における連携ルールの作成等、消防関係者も含めた連携体制の構築

○ 本人と家族等が希望する医療・ケアを提供するための、医療・介護の両方を視野に入れ、利用者の状態
の変化に対応し、最期を支えられる体制の整備
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求められる医療機能（在宅医療） 国指針



在宅医WGの検討状況と協議結果

札幌市

札幌市保健所運営協議会

①諮問

②設置

新興・再興感染症
ワーキンググループ

在宅医療
ワーキンググループ

札幌市救急医療体制
検討委員会／小委員会

さっぽろ医療計画2024策定委員会

④主要事業の各項目について審議

⑤報告

54

⑥答申

○ 第１回 令和５年２月27日
○ 第２回 令和５年５月26日
○ 第３回 令和５年８月８日
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• 札幌市の在宅医療の実態について、区別の状況などを調査する必要があるのではないか。

• 在宅医療にかかる現行の支援制度（主治医・副主治医制度など）の利用が進んでおらず、
新規参入の促進に向けた制度の見直しが必要。

• 在宅医療の質の向上に向け、多職種連携をさらに進める必要がある。特に、ICTの活用等に
より、異なる職種間での患者情報の共有を促進してほしい。

• 行政や消防、救急医療機関等を含めた、在宅医療にかかる関係者間での協議の場が必要。

• 在宅医療の量的拡充だけでなく、在宅医療の質的な拡充も目指すべきではないか。

• 在宅医療についての基本的な知識や相談対応窓口、人生会議（ACP）等について、市民
の認知度が低いため、より効果的な周知を検討する必要がある。

• 高齢者施設等における医療提供や看取りについても議論が必要。

• 小児在宅医療や小児から成人への移行の課題についても議論が必要。

ＷＧにおける協議結果
主な協議結果
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○ 在宅医療提供施設が全国水準よりも少
ないことから、在宅医療への参入を支援す
るため、看取りを含め、24時間いつでも往
診や訪問看護の対応が可能な連携体制
や、急変時等の入院医療機関における
円滑な受入れといった後方支援体制の強
化が必要です。

○ 在宅医療需要の増加に対応するため、
在宅医療を担う医療従事者の確保が必
要です。

現行（医療計画2018） 次期計画（案）

協議事項

○ 在宅医療需要のさらなる増加に対応する
ため、在宅医療への参入を支援する医療
機関同士の連携体制（24時間の往診・
看取りにかかる支援や急変時の入院受
入等）の整備や在宅医療を担う医療従
事者の確保が必要です。

○ 誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせ
るようにするため、多職種における連携や
情報共有の体制を強化し、在宅医療の
質を向上させることが必要です。

○ 市民が在宅医療に関する基礎知識や相
談窓口等を理解し、本人が希望する治
療・療養について家族や医療従事者と前
もって考え、繰り返し話し合い、共有する
ことが出来るよう、在宅医療に関する情報
発信の強化が必要です。
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主な取組例【在宅医療】

現行の計画（2018） 次期計画（2024）案

高齢者等の在宅医療ネッワーク推進
事業

◎人材育成研修
◎後方支援体制
◎普及啓発

人材育成・研修

グループ診療体制の整備

市民向け周知・啓発

医療情報ポータルサイトの構築

在宅医療・介護従事者の意見交換会 多職種等における情報共有・連携
推進【重点施策】

地域連携クリティカルパスの推進

在宅医療・介護連携に関する相談窓
口の運営

相談窓口の整備

在宅歯科医療連携に関する相談窓口
の推進

医療機能分化に係る情報提供 医療機能分化にかかる情報提供

統合

各取組
に分割

統合

統合

継続

協議事項
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協議事項

６事業のロジックモデルと指標（案）【在宅】

番号 番号 出典 番号 出典

１　退院支援

1 1 1

2 指標 A101 退院調整支援担当者を置いている病院数（人口10万人あたり） ※1-1

指標 B101 訪問診療を受けた患者数（人口10万人あたり） ※1-1

２　日常の療養支援 指標 B102
訪問看護利用者数（人口10万人あたり）（介護保険

分）
※4-1

1 2 指標 B103 訪問歯科診療を受けた患者数（人口10万人あたり） ※1-1

2 指標 A201 訪問診療を実施している医療機関数（人口10万人あたり） ※1-1 指標 B104 看取り数（人口10万人あたり） ※1-1

3 参考 B105 自宅で最期を迎えたい高齢者の割合 ※4-2

4 3 指標 B106 在宅医療を受けている市民のうち満足している人の割合 ー

5 指標 A301 訪問看護事業所数（人口10万人あたり） ※1-1

6 指標 A302 歯科訪問診療を実施している歯科診療所数（人口10万人あたり） ※1-1

指標 A303
訪問薬剤管理指導を実施している薬局・医療機関数（人口10万人あた

り）
※2

参考 A304 地域連携薬局の認定を受けた薬局の割合 ※3

指標 A305
訪問リハビリテーションを実施している医療機関・介護施設数（人口

10万人あたり）（介護保険分）
※4-1

指標 A306
訪問栄養食事指導を実施している医療機関数・介護施設数（人口10万

人あたり）（介護保険分）
※4-1

３　急変時の対応

1 4 急変時に必要な医療を受けられる。

2 指標 A401 往診を実施している医療機関数 （人口10万人あたり） ※1-1

3 参考 A402 在宅療養後方支援病院数 ※2

4 指標 A403 24時間体制を取っている訪問看護ステーションの割合（職員数換算） ※1-2

４　看取り

1 5 患者が望む場所で看取られている。

2 指標 A501
在宅看取り（ターミナルケア）を実施している医療機関数（人口10万

人あたり）
※1-1

3 指標 A502
在宅看取り（ターミナルケア）を援助している介護保険サービス事業

者の割合
※4-2

4

5「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在宅医療に必要な連携を担う拠点」

1 在宅医療において積極的役割を担う医療機関が機能している。

2 指標 A601 在宅療養支援病院・診療所数（人口10万人あたり） ※1-1

3 指標 A602 主治医・副主治医制度による他医療機関への支援回数 ー

4

7 在宅医療に必要な連携を担う拠点極的役割が機能している。

参考 A701 地域の関係者による協議の場の開催回数 ー

※1-1 厚生労働省：医療施設調査　令和２年

※1-2 厚生労働省：介護サービス施設・事業所調査　令和２年　詳細票編

※2 北海道厚生局：届出受理医療機関名簿　令和5年4月1日現在

※3 北海道：地域連携薬局・専門医療連携薬局一覧　令和5年6月1日現在 

※4-1 札幌市：介護保険システム

※4-2 札幌市：保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課調べ

施策 中間アウトカム 分野アウトカム

多職種等における情報共有・連携の推進【重点施策】 入院から在宅医療への円滑に移行に向けた退院支援が受けられている。 年齢や疾病・障がいによらず、全ての市民が住み慣れた地域で安心して暮らす

ことができる。医療機能分化にかかる情報提供

人材育成・研修 住み慣れた地域で継続的な医療を受けられる。

グループ診療体制の整備

市民向け情報提供・普及啓発

多職種等における情報共有・連携の推進【重点施策】（再掲） 多職種協働により包括的な日常の療養支援を受けられる。

6

グループ診療体制の整備（再掲）

相談窓口の整備

医療機能分化にかかる情報提供（再掲）

人材育成・研修（再掲）

グループ診療体制の整備（再掲）

市民向け情報提供・普及啓発（再掲）

多職種等における情報共有・連携の推進【重点施策】（再掲）

多職種間での情報共有・連携の推進【重点施策】（再掲）

相談窓口の整備（再掲）

人材育成・研修（再掲）

グループ診療体制の整備（再掲）

市民向け情報提供・普及啓発（再掲）

多職種等における情報共有・連携の推進【重点施策】（再掲）

人材育成・研修（再掲）

資料３－５



新興感染症発生・
まん延時における医療
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国指針の改正ポイント（新興感染症）

○令和３年の医療法改正により「新興感染症発生・まん延時における医療」が追加され、令和４年には感染症法改正に
より、平時に都道府県と医療機関がその機能・役割に応じた協定（*）を締結する仕組み等が法定化された。（令和
６年４月施行） （*）病床、発熱外来、自宅療養者等への医療の提供、後方支援、人材派遣

○新型コロナウイルス感染症対応の教訓を踏まえ、当該対応を念頭に、まずはその最大規模の体制を目指す。協定締結等
を通じ、平時から地域における役割分担を踏まえた感染症医療及び通常医療の提供体制の確保を図る。

○感染症予防計画との整合性を図る。

国指針

概要

60

○医療計画の改正により、記載事項に「新興感染症発生・まん延時の医療」が追加

○新型コロナウイルス感染症対応の対応を念頭に、まずはその最大規模の医療提供体制を目指す。

○医療提供体制の構築にあたっては、①病床確保、②発熱外来の実施、③自宅療養者等への医療提供、④新興感染
症患者以外の患者への医療提供（後方支援）、⑤医療人材の派遣、といった医療機能が必要

○感染症法の改正により、平時に都道府県と医療機関がその機能・役割に応じた協定（※）を締結する仕組みや数値
目標の設定等が法定化された。（※）病床、発熱外来、自宅療養者等への医療の提供、後方支援、人材派遣

○感染症予防計画と整合性を図る。

主な改正ポイント
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感染症法の改正（医療措置協定）



北海道医療計画
（根拠法令：医療法第30条の4）

北海道感染症予防計画
（感染症法：第10条第1項）

目的：地域の実情に応じた医療提供体制の確保

主な記載事項：
・医療圏の設定、基準病床数の算定
・地域医療構想
・５疾病６事業及び在宅医療にかかる医療連携体制
・医療従事者の確保
・医療の安全の確保
・外来医療にかかる医療提供体制の確保 など

R6.4から新興感染症発生・まん延時における医療が追加

＜求められる医療機能＞
①入院（病床確保）
②発熱外来（疑似症患者等の診療）
③自宅療養者等への医療提供
④後方支援
⑤医療人材の派遣

目的：感染症の予防のための施策の実施

主な記載事項：
・感染症の発生の予防・まん延の防止のための施策
・医療提供体制の確保
・検査体制
・宿泊療養・自宅療養体制の確保
・保健所の体制整備 など

R6.4から連携機関との協定締結、数値目標等が追加

道

市

道

市

さっぽろ医療計画
（法令等に基づかない独自の計画）

＜体制整備の数値目標の例＞
①協定締結医療機関（入院）の確保病床数
②協定締結医療機関（発熱外来）の医療機関数
③協定締結医療機関（自宅・宿泊施設・高齢者施設
での療養者等への医療の提供）の医療機関数

④協定締結医療機関（後方支援）の医療機関数
⑤協定締結医療機関（医療人材）の確保数

札幌市感染症予防計画
（感染症法：第10条第14項※）

※R6.4より新たに保健所設置市でも策定が義務付け

主な記載事項：
・感染症の発生の予防・まん延の防止のための施策
・検査体制
・宿泊療養・自宅療養体制の確保
・保健所の体制整備 など

※「医療提供体制の確保」については法定範囲外

整合性

道の計画に即して策定

整合性

基本的方針に沿って策定

主な記載事項：
・５疾病６事業及び在宅医療にかかる医療連携体制
・医療従事者の確保
・医療の安全の確保 など

市

道・市の医療計画と感染症予防計画の関係性（イメージ）
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新興・再興感染症WGの検討状況と協議結果

札幌市

札幌市保健所運営協議会

①諮問

②設置

新興・再興感染症
ワーキンググループ

在宅医療
ワーキンググループ

札幌市救急医療体制
検討委員会／小委員会

さっぽろ医療計画2024策定委員会

④主要事業の各項目について審議

⑤報告

63

⑥答申

○ 第１回 令和５年８月２８日



64

ＷＧにおける協議結果

＜計画記載内容・方向性＞
○記載項目等は北海道医療計画を参考とし、病床確保、発熱外来、自宅療養者等への医療
提供、後方支援、医療人材派遣について記載

○北海道の計画で記載される数値目標（確保病床数等）は、現状把握のための参考指標と
して掲載し、さっぽろ医療計画の数値目標とはしない。

○札幌市独自の取組として、医療機関や民間企業等と連携体制を構築できることを規定

＜今後の進め方＞

○参考とする北海道の計画素案が10月に完成予定であり、さっぽろ医療計画の答申等には間
に合わないことから、北海道の進捗状況を踏まえた骨子（案）にて進める。

○北海道の計画素案の策定にあわせ、適宜、さっぽろ医療計画の記載内容を調整する。

主な協議事項等

• 現時点で、北海道の計画における具体的な事項等示されていないことから、
課題や取組については今後、調整する。

• 本会議においては、ロジックモデルのイメージを示す。



ロジックモデル（案）【新興感染症】
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協議事項

６事業のロジックモデルと指標（案）【新興感染症発生・まん延時における医療】
番号 番号 出典 番号 出典

１．入院

1 1

参考 確保病床数 ※１

２．発熱外来

2

参考 発熱外来医療機関数 ※１

３．自宅療養者等への医療提供
3

参考 自宅療養者等へい医療提供施設数 ※１

４．後方支援体制

4

参考 後方支援医療機関数 ※１

５．医療人材派遣
5

参考値医療人材確保数 ※１

※１ 北海道感染症予防計画

新興感染症に対応する医療従事者を確保し、医療機関その他の機関に派遣す

る機能が整っている。

通常医療の確保のため、新興感染症以外の患者に対し医療を提供する体制が

整っている。

新興感染症が疑われる患者等が適切に診療を受けることができる。

自宅または高齢者施設等で療養する新興感染症患者が必要な医療を受けるこ

とができる。

施策 中間アウトカム 分野アウトカム

入院が必要な患者が必要な医療を受けることができる。 新興感染症の発生・まん延時においても必要に応じた適切

な医療を受けることができる。

資料３－６
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２．協議事項②
医療従事者の確保
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現状①：医療従事者数（他政令市との比較）
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【人口10万人あたりの医療従事者数】

【１医療機関あたりの医療従事者数】

１医療機関あたりの従事者数は

他の政令市と比較して少ない

人口10万人あたりの従事者数は

他の政令市と比較して多い

他の政令市に比べて、医療機関や医療従事者の集約化が進んでいない傾向あり？ 67



現状②：医療従事者数（道内の比較）

札幌圏域は、道内で数少ない「医師多数区域」であり、他圏域より充実している。 68



課題①（医療需要の増加と生産年齢人口の減少）

✓ 高齢化の進行に伴い、救急医療・在宅医療等の医療需要は
今後さらなる増加が見込まれる。

✓ 医師等の高齢化や生産年齢人口の減少により、医療従事者
の確保は益々困難になると見込まれる。

69



課題②（医療従事者の勤務環境の改善）

✓ 令和6年4月施行の「医師の働き方改革」などにより、医療
従事者の勤務環境改善が急務となっている。

70



課題・施策の方向性

✓ 医療従事者等の数は、道内他圏域よりも恵まれて

おり、北海道の「医師確保計画」等に基づき、

医師派遣等による医師少数区域への支援も期待さ

れます。

✓ ただし、今後の医療需要の増加や勤務環境の改善

を視野に、以下の取組を推進

①在宅医療など専門的スキルを持つ人材の確保

②デジタル技術の活用等による医療従事者の業務

効率化
71



課題・施策の方向性（新旧比較）

○ 高齢化の進展に伴う在宅医療
等の需要増やニーズの多様化
に対応するため、医療従事者
を確保する必要があります。

○ 高齢化の進展に伴う在宅医療
等の需要増やニーズの多様化
に対応するため、専門的なス
キルを持った医療従事者を確
保する必要があります。

○ 医療従事者の勤務環境の改善
に向け、デジタル技術の活用
等により、医療従事者の業務
効率化を図る必要があります。

現行（医療計画2018） 次期計画（案）

協議事項

72
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主な取組例【医療従事者の確保】

統合

協議事項

未就業歯科衛生士支援リカバリー研修セミ
ナー支援

潜在看護職復職支援講習会

高齢者等の在宅医療ネットワーク推進事業

現行（医療計画2018） 次期計画（案）

医療従事者の復職支援
・未就業歯科衛生士支援リカバリー研修セミナー支援
・潜在看護職復職支援講習会

専門的人材の確保
・在宅医療に係る人材育成・研修
・ALSO・BLSO研修

医療従事者の業務効率化
・医療DXセミナー
・専門家派遣



３．今後のスケジュール
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今後のスケジュール
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開催時期 議題（予定）

第５回 ９月２５日
・第７章以降（５疾病・５事業以外）
・答申（案）の取りまとめ

10月３日に開催予定の保健所運営協議会にて
答申（案）を報告。


